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第 1章 総   則 

（目的） 

第 1条 九州栄養福祉大学大学院（以下「大学院」という。）は、学術研究の高度化、優れた研究者及

び高度職業人の育成、社会人の再教育並びに教育研究を通じた国際貢献の実現を目的とする。 

 

（研究科） 

第 2条 大学院に修士課程を置く。 

2 修士課程は、広い視野に立って、精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の

専門性を要する職業等に必要な能力を養うことを目的とする。 

 

（研究科及び課程） 

第 3条 本学大学院に健康科学研究科（以下「研究科」という。）を置く。 

2 前項の研究科に置く専攻並びにその入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

研 究 科 専 攻 入学定員 収容定員 

健康科学研究科 健康栄養学専攻 4人 8人 

 

第 2章 教員及び運営組織 

（教員） 

第 4条 研究科に教授、准教授、講師その他必要な教員を置く。 

2 前項の教員は、研究科以外の九州栄養福祉大学教員がこれを兼ねることができる。 

3 研究指導を担当する教員（以下「研究指導教員」という。）は、当該研究科の教授とする。た

だし、研究科委員会が特に必要と認める場合は、当該研究科の専任の准教授を研究指導教員と



 

 

することができる。 

 

（研究科長） 

第 5条 研究科に研究科長を置く。 

2  研究科長は研究指導教員である教授のうちから研究科委員会が選出する者をもって充てる。 

 

（研究科委員会） 

第 6条 研究科に研究科委員会を置く。 

2 研究科委員会は、研究指導教員をもって組織する。 

3 研究科委員会は、次の事項を審議する。 

（1）学則その他の規定の制定改廃に関すること 

（2）専攻及び教育課程に関すること 

（3）学生の入学、その他学生の身分に関すること 

（4）成績評価、学位請求論文の審査等に関すること 

（5）前各号に掲げるもののほか、研究科の教育、研究及び運営に関すること 

4 研究科委員会は、必要があると認めるときは前項第 1号、第 2号、第 3号、第 5号に規定す

る事項の審議については、研究指導教員以外の研究科の授業を担当する専任の教員を加えるこ

とができる。 

 

第 3章 学年、学期及び休業日 

（学年、学期及び休業日） 

第 7条 学年、学期及び休業日については、九州栄養福祉大学学則（以下「大学学則」という。）第 70

条から第 73条の規定を準用する。 

 

第 4章 修業年限及び在学期間 

（修業年限及び在学期間） 

第 8条 大学院の修業年限は 2年とする。 

2 在学期間は 4年を超えることはできない。 

 

第 5章 入学の時期 

（入学） 

第 9条 入学の時期は毎年学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第 10条 大学院に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（1）学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 102条に定める大学を卒業した者 

（2）学校教育法第 104条第 1項の規定により学士の学位を授与された者 

（3）外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者 

（4）学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 155条第 1項第 6号の規定により

文部科学大臣の指定した者 



 

 

（5）その他大学を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者 

 

（入学の出願） 

第 11条  大学院への入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて

願い出なければならない。 

 

（入学者の選考） 

第 12条  前条の入学志願者については、入学試験により選考を行う。 

第 13条  入学試験に関する細則は別に定める。 

 

（入学手続及び入学許可） 

第 14条  第 12条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、本学所定の書

類を提出するとともに、所定の入学金を納付しなければならない。 

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

 

（再入学） 

第 15条  学長は、第 26 条の規定により退学した者又は第 27 条の規定により除籍された者が再入学

を志願するときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次への再入学を許可することが

できる。 

2 前項に規定する許可は、同項の規定により志願した者が退学し、又は除籍された日からその

志願した日までの期間が 5年を経過しているときは、これをすることができない。 

3 第１項の規定により再入学を許可される者の既に修得した授業科目、単位数の取扱い等に

ついては研究科委員会の議を経て、学長が決定する。 

4  前各項に定めるもののほか、再入学に関して必要な事項は、学長が定める。 

 

第 6章 授業科目、単位、履修方法等 

（授業科目及び単位数） 

第 16条  研究科における授業科目及びその単位数は別表第１に掲げるとおりとする。 

 

（履修方法） 

第 17条  学生は、在学期間中に、前条の規定により定められた授業科目を履修し、所定の単位を修得

しなければならない。 

2 学生は、履修する授業科目の選択及び学位請求論文の作成に当たっては当該学生を担当す

る研究指導教員の指導を受けなければならない。 

 

（教育方法の特例） 

第 17条の 2 大学院は、教育上特別の理由があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は

時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

 

 



 

 

（他の大学の大学院授業科目の履修） 

第 18条  研究科委員会において教育上有益と認めるときは、学長は、他の大学の大学院との協議に基

づき、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。 

2 前項の規定により学生が修得した単位は、10 単位を超えない範囲で課程の修了に必要な単

位に算入することができる。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 19条  研究科委員会において、教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院又

は他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として

修得した単位を含む。）を、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

2  前項の規定により学生が修得したものとみなすことができる単位数は、10 単位を超えるこ

とができない。 

 

（授業科目の単位の認定） 

第 20条  授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告によって行う。 

2  前項の試験又は研究報告の成績の評価は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、

優、良及び可をもって合格とし、不可を不合格とする。 

 

（履修方法その他必要な事項） 

第 21条  第 16条から前条までに定めるもののほか、履修方法その他必要な事項は、健康科学研究科

規程（以下「研究科規程」という。）で定める。 

 

第 7章 課程の修了及び学位の授与 

（学位請求論文の提出及び最終試験） 

第 22条  学生は 1年以上在学し、所定の授業科目の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者

は、学位請求論文を提出して最終試験を受けることができる。 

2 最終試験は、学位請求論文を中心とする。ただし、研究科委員会が必要と認めるときは、こ

れに関連する科目について試験を行うことができる。 

 

（課程の修了） 

第 23条  課程修了の要件は、2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた

上、学位請求論文の審査及び前条の最終試験に合格することとする。 

2  学位請求論文の審査及び最終試験は、研究科委員会において行い、その合否を決定する。 

 

（学位の授与） 

第 24条  大学院の課程を修了した者には、九州栄養福祉大学学位規程の定めるところにより、修士の

学位を授与する。 

 

 



 

 

第 8章 休学、退学、除籍及び復学 

（休学） 

第 25条  学長は、疾病その他やむを得ない事由により 3ヶ月以上修学することができない者に対し、

その者の願い出により、休学を許可することができる。 

2 休学期間は 2年を超えることができない。ただし、第 15条の規定により再入学した者の休

学期間は、その者が退学し、又は除籍される前の休学期間と再入学後の休学期間を通算して、

2年を超えることができない。 

3 休学期間は、在学期間に算入しない。 

 

（退学） 

第 26条  退学しようとする者は、学長に退学願を提出しなければならない。 

2 学長は、前項の退学願を受け付けたときは、その者について、退学を許可することができる。 

 

（除籍） 

第 27条  学長は、研究科委員会の議を経て次の各号にいずれかに該当する者を除籍する。 

（1）第 8条に規定する在学期間を超えた者 

（2）第 25条に規定する休学期間を超えた者 

（3）授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

（4）死亡した者又は長期にわたり行方不明の者 

 

（復学） 

第 28条  学長は、第 25条第 1号の規定により休学した者で休学の事由が消滅した者が復学を願い出

たときは、研究科委員会の議を経て、これを許可することができる。 

 

第 9章 賞   罰 

（表彰） 

第 29条  学長は学生として表彰に価する行為があった者に対しては、研究科委員会の議を経て、これ

を表彰することができる。 

 

（懲戒） 

第 30条  大学院の規則等に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、研究科委員会の

議を経て学長はこれを懲戒することができる。 

2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

 

第 31条  退学は次の各号の一に該当する者に対して行う。 

（1）性行不良で改善の見込がないと認められる者 

（2）学力劣等で成業の見込がないと認められる者 

（3）正当の理由がなくて出席が常でない者 

（4）大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 



 

 

第 10章 科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、研究生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第 32条  大学院で開設する授業科目を履修しようとする者については、学生の履修に支障がない場

合において学年の始めに限り、選考のうえ研究科委員会の議を経て学長が、科目等履修生と

して履修を許可することができる。 

2  科目等履修生として履修を志願することができる者の資格及び科目等履修生の履修に関し

必要な事項は、研究科規程で定める。 

 

第 33条  科目等履修生で授業科目を履修した者に対しては、単位を与える。 

2 第 20条の規定は、科目等履修生の単位の認定について準用する。 

 

第 34条 科目等履修生が学則に違反したとき、又はその本分に反する行為を行ったときは、学長は、

当該履修の許可を取り消すことができる。 

 

（特別科目等履修学生） 

第 35条  学長は、他の大学の大学院又は外国の大学の大学院との協議に基づき、当該大学の大学院の

学生が特別科目等履修学生として大学院の授業科目を履修することを許可することができる。 

2 第 32条第 2項、第 33条及び前条の規定は、特別科目等履修学生について準用する。 

 

（委託生） 

第 36条  公の機関又は団体からの委託生として大学院で開設する授業科目を履修しようとする者に

ついては、学生の履修に支障がない場合において学年の始めに限り、選考のうえ研究科委員

会の議を経て学長が、履修を許可することができる。 

2 第 32条第 2項、第 34条の規定は、委託生について準用する。 

 

（研究生） 

第 37条  特定の事項について研究しようとする者については、選考のうえ研究科委員会の議を経て

学長が、研究生として入学を許可することができる。 

2 研究生が学則に違反したとき若しくはその本分に反する行為をしたとき又は疾病その他や

むを得ない理由により研究の継続ができないと認められるときは、研究科委員会の議を経て

学長は、当該研究の許可を取り消すことができる。 

 

（外国人学生） 

第 38条  学長は、外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、入学を志願する者に対し

ては、特別の選考により研究科委員会の議を経て、外国人留学生として定員外に入学を許可

することができる。 

2 前項の外国人留学生に係る入学選考その他必要な事項については、別に学長が定める。 

  



 

 

第 11章 授業料等 

（授業料その他の納付金） 

第 39条  入学検定料、入学金、授業料等は別表第 2の通りとする。 

2 授業料等は前・後期 2 期分納とする。但し、申出によってさらに分割納入を認めることが

ある。 

 

（授業料その他の納付金の納入時期） 

第 40条  学生は所定の期日までに授業料等を納付しなければならない。 

 

 

 

（復学等の場合の授業料） 

第 41条  前期又は後期の中途において、復学又は入学した者は、復学又は入学した月から当該期末ま

での授業料等を復学又は入学した月に納付しなければならない。 

 

（学年の中途で修了する場合の授業料） 

第 42条  学年の中途で修了する見込みの者は修了する見込みの月までの授業料等を納付するものと

する。 

 

（休学の場合の授業料） 

第 43条  授業料等は休学の場合は免除する。但し、休学を許可され又は命ぜられた者については、休

学した月の翌月から復学した月の前月までの授業料等を免除する。 

 

（退学及び停学の場合の授業料） 

第 44条  前期又は後期の中途で退学し又は除籍された者の該当期分授業料等は徴収する。 

2 停学期間中の授業料等は徴収する。 

 

（授業料その他の学費の不還付） 

第 45条  一旦納めた検定料、入学金及び授業料等はいかなる理由によるも返付しない。 

 

（授業料等減免） 

第 46条  成績優秀な者であってやむを得ない事情により学資の支弁困難な者に対しては研究科委員

会の議を経て授業料等免除あるいは貸与することがある。これらの場合に関する細部の規定 

はこれを別に定める。 

 

（外国人留学生等の授業料） 

第 47条  外国人留学生、研究生、委託生、科目等履修生、特別科目履修生の検定料、及び授業料等に

ついては別に定める。 

 

 

1. 前期 4月 1日から 4月 20日まで 

2. 後期 10月 1日から 10月 20日まで 



 

 

（公開講座） 

第 48条  大学院には、社会人の教養を高め、地域社会の文化の向上に資するため、公開講座を開設す

ることができる。 

2 公開講座の開設に関して必要な事項は、学長が定める。 

 

（自己点検・評価） 

第 49条  学長は、教育研究水準の向上を図るとともに、大学院の目的及び社会的使命を達成するため、

大学院における教育研究活動の状況について点検及び評価を行うものとする。 

2 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。 

 

（実施規定） 

第 50条  この規則に定めるもののほか、大学院の運営に関して必要な事項は、学長が定める。 

 

 

 

附    則 

 

1  本学則は平成 27年 4月１日から之を施行する。 

2  本学則は平成 31年 4月 1日から之を施行する。 

3  本学則は令和 2年 4月 1日から之を施行する。 

4  本学則は令和 3年 4月 1日から之を施行する。 

5  本学則は令和 5年 4月 1日から之を施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表第 1 教育課程 

区分 授 業 科 目 
1年 2年 

前期 後期 前期 後期 

必
修
科
目 

健 康 科 学 特 別 講 義 Ⅰ 2    

健 康 科 学 研 究 法 特 論 Ⅰ 2    

特 別 研 究 Ⅰ 2  

特 別 研 究 Ⅱ  6 

選 
 
 
 
 

択 
 
 
 
 

科 
 
 
 
 

目 

健 
 
 
 
 

康 
 
 
 
 

栄 
 
 
 
 

養 
 
 
 
 

学 
 
 
 
 

領 
 
 
 
 

域 

健 康 科 学 特 別 講 義 Ⅱ  2   

健 康 科 学 研 究 法 特 論 Ⅱ  2   

栄 養 生 理 学 特 論 Ⅰ  2   

栄 養 生 理 学 特 論 Ⅱ   2  

臨 床 栄 養 学 特 論 Ⅰ 2    

臨 床 栄 養 学 特 論 Ⅱ  2   

食 品 学 特 論 Ⅰ 2    

食 品 学 特 論 Ⅱ  2   

生 化 学 特 論 Ⅰ 2    

生 化 学 特 論 Ⅱ  2   

栄 養 教 育 特 論 Ⅰ 2    

栄 養 教 育 特 論 Ⅱ  2   

薬 理 学 特 論 Ⅰ 2    

薬 理 学 特 論 Ⅱ  2   

解 剖 生 理 学 特 論 Ⅰ 2    

解 剖 生 理 学 特 論 Ⅱ  2   

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 特 論 Ⅰ 2    

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 特 論 Ⅱ  2   

健 康 運 動 機 能 特 論 Ⅰ 2    

健 康 運 動 機 能 特 論 Ⅱ  2   

神 経 障 害 支 援 特 論 Ⅰ  2   

神 経 障 害 支 援 特 論 Ⅱ   2  

地 域 活 動 支 援 特 論 Ⅰ  2   

地 域 活 動 支 援 特 論 Ⅱ   2  

環 境 健 康 生 活 特 論 Ⅰ  2   

環 境 健 康 生 活 特 論 Ⅱ   2  

小 児 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 支 援 特 論 Ⅰ 2    

小 児 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 支 援 特 論 Ⅱ  2   

精 神 科 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 特 論 Ⅰ 2    

精 神 科 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 特 論 Ⅱ  2   

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 教 育 学 特 論 Ⅰ  2   

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 教 育 学 特 論 Ⅱ   2  

 

 



 

 

（修了要件） 

1．最低取得単位数は 30単位とする。 

2．修士論文の審査に合格すること。 

注）特別研究ⅠおよびⅡは研究指導教員が担当する。 

 

 

 

 

別表第 2  検定料、入学金、授業料、施設費等（単位：円） 

 

 

 

1．検 定 料 

                                      

検 定 料 30,000 出願時に納付 

 

 

 

2．授業料等 

区 分 1年次 2年次 備  考 

入 学 金 230,000  入学合格時に納付 

授 業 料 680,000 680,000 前、後期二期分納 

施設設備資金 100,000 100,000 前、後期二期分納 

実験実習料 100,000 100,000 前、後期二期分納 

計 1,110,000 880,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


